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Ⅰ 申請の概要 
１．名称及び住所並びに代表者の氏名 
名   称 三菱原子燃料株式会社 

住   所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１ 

代表者氏名 代表取締役社長 北村 光一 

 

２．変更に係る事業所の名称及び所在地 

名   称 三菱原子燃料株式会社 

所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１          

 

３．申請年月日 

平成１９年６月２０日（平成１９年７月１３日付け及び平成２０年４月１０日付

け一部補正） 

 

４．申請内容 

Ⅱ 主な変更の内容のとおり 

 

５．工期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．工事に要する資金の調達計画 

本変更の工事に要する資金は約    円であり自己資金を用いる。 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

廃棄施設

その他の加工施設

平成２３年度

化学処理施設

成形施設

被覆施設

貯蔵施設
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Ⅱ 主な変更の内容 

主な変更の内容は、次のとおりである。 

１．化学処理施設の変更 

(1)工場棟の化学処理施設第１ラインの沈殿ろ過設備に、遠心分離機１基及び洗浄

槽４基を増設する（図１）。 
 

変更前 変更後 

設置場所 
設備及び 

機器の種類 
個数 設置場所 

設備及び 

機器の種類 
個数 

転換加工室 

沈殿ろ過設備 

沈殿槽 

熟成槽 

遠心分離機 

洗浄槽 

１式 

４ 

１０ 

３ 

４ 

転換加工室 

沈殿ろ過設備 

沈殿槽 

熟成槽 

遠心分離機 

洗浄槽 

１式 

４ 

１０ 

４ 

８ 

 
(2)水蒸気による加水分解法に係る設備である UF6蒸発加水分解設備の加水分解装

置１基と溶解槽２基及び粉末輸送設備の粉末輸送装置１基の設置を取り止める

（図１）。 
 

変更前 変更後 

設置場所 
設備及び 

機器の種類 
個数 設置場所 

設備及び 

機器の種類 
個数 

原料倉庫 

及び 

転換加工室 

UF6蒸発加水分解設備 

蒸発器 

加水分解装置 

調液貯槽 

溶解槽 

１式 

４ 

３ 

４ 

２ 

原料倉庫 

及び 

転換加工室 

UF6蒸発加水分解設備 

蒸発器 

加水分解装置 

調液貯槽 

 

１式 

４ 

２ 

４ 

原料倉庫 

及び 

転換加工室 

粉末輸送設備 

粉末輸送装置 

 

１式 

８ 転換加工室 

粉末輸送設備 

粉末輸送装置 

 

１式 

７ 

 
(3)イオン交換材吸着ウラン等からのウランを回収するため、ウラン回収設備の一

部設備の酸洗装置２基、溶解槽１基、沈殿槽１基、遠心分離機１基及び乾燥機

１基を撤去し、酸洗装置１基、イオン交換装置１基、溶出槽２基、溶出液受槽

３基、リサイクル液受槽３基、沈殿槽２基、遠心分離機１基及び乾燥機１基を

設置するとともに、既設のスクラップ仮焼炉をウラン回収設備に区分変更する。

（図２）。 
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(4)濃縮度混合設備に、粗成型用プレス及び造粒機各１機を新設する。 
(5)ウラン溶液に係る設備について温度による影響を受けない材質に変更したた

め、その熱的制限値（１１０℃以下）を削除する。 
(6)廃棄施設のシリンダ洗浄設備のうち、洗浄残渣沈殿槽と遠心分離機を化学処理

施設のウラン回収設備に区分変更する（図３）。 
 
２．貯蔵施設及び最大貯蔵能力の変更 
(1)原料貯蔵所に粉末貯蔵設備（最大貯蔵能力 43.8t-U）を新設する。 
(2)工場棟の燃料集合体貯蔵室の最大貯蔵能力を 193t-Uから 180t-Uに変更する。 

 
３．廃棄施設の変更 
(1)老朽化した廃水処理所の廃液処理設備（２）を撤去し、転換工場に廃液処理設

備（５）を、放射線管理棟に廃液処理設備（６）を新設する。 
(2)廃液処理設備（２）を撤去後の廃水処理所を第２汚染機材保管倉庫に改称し、

同倉庫に固体廃棄物の廃棄設備である廃棄物貯蔵設備（６）（保管廃棄能力 450
本（200Lドラム缶換算））を新設する。 

(3)固体廃棄物の前処理設備として、第２廃棄物処理所に破砕機を新設する。 
 
４．加工の方法 
化学処理施設の設備の変更等に伴い、加工の方法を変更する。 

 
５．その他の変更 
成形施設、被覆施設及びその他加工設備の附属施設の一部の設備の撤去等 

変更前 変更後 

設置場所 
設備及び 

機器の種類 
個数 設置場所 

設備及び 

機器の種類 
個数 

ﾁｪｯｸﾀﾝｸ室 

及び 

転換加工室 

ウラン回収設備 

酸洗装置 

 

溶解槽 

 

 

 

沈殿槽 

遠心分離機 

乾燥機 

仮焼炉 

１式 

２ 

 

２ 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

１ 

 

廃棄物処理室、ﾁ

ｪｯｸﾀﾝｸ室 

及び 

転換加工室 

ウラン回収設備 

酸洗装置 

ｲｵﾝ交換装置 

溶解槽 

溶出槽 

ﾘｻｲｸﾙ液受槽 

溶出液受槽 

沈殿槽 

遠心分離機 

乾燥機 

仮焼炉 

ｽｸﾗｯﾌﾟ仮焼炉 

１式 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

３ 

３ 

２ 

２ 

１ 

１ 
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図１ 転換加工工程の変更の概要

（純水） （水蒸気）

（純水）

（アンモニア水） （アンモニア水）

（純水） （純水）

（水素、水蒸気） （水素、水蒸気）

第１ライン 第２ライン

加水分解

（ふっ化ウラニル粉末）

溶　　解

（ふっ化ウラニル）

（二酸化ウラン）

粉　　砕

混　　合

二酸化ウラン粉末

洗　　浄

固液分離

乾　　燥

焙焼還元

（ふっ化ウラニル）

沈　　殿

（重ウラン酸アンモニウム）

固液分離

六ふっ化ウラン

蒸　　発

（六ふっ化ウラン）

加水分解

粉　　砕

混　　合

二酸化ウラン粉末

焙焼還元

洗　　浄

固液分離

乾　　燥

（二酸化ウラン）

（ふっ化ウラニル）

沈　　殿

（重ウラン酸アンモニウム）

固液分離

六ふっ化ウラン

蒸　　発

（六ふっ化ウラン）

加水分解 （純水）

設置の取り止め

機器の増設
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図２ ウラン回収工程の変更の概要 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ シリンダ洗浄施設の変更の概要 
 

 

（硝酸） （硝酸）

スクラップ

溶　　解

（硝酸ウラニル）（硝酸ウラニル）

沈　　殿

第２ライン

スクラップ

溶　　出

（硝酸ウラニル）

沈　　殿

第１ライン

スクラップ

溶　　解

（過酸化ウラン）

固液分離

乾　　燥

八酸化三ウラン粉末

仮　　焼

八酸化三ウラン粉末

乾　　燥

仮　　焼

（重ウラン酸アンモニウム）

固液分離

（アンモニア水及び
　過酸化水素水）

（ろ　液）

（ADU粉末、UO2粉末）
（U3O8粉末、UO4粉末）

（アンモニア水）

（ろ　液）

（ADU粉末、UO2粉末）
（U3O8粉末、UO4粉末）

（硝酸ウラニル）

（硝酸）

イオン交換材吸着
ウラン等からのウラン
回収のため変更

化学処理施設に
（水酸化ナトリウム） 区分変更

シリンダ洗浄設備

四ふっ化ウラン粉末等

固液分離

スクラップ

沈　　殿


